
平成２３年度包括外部監査の結果報告書　指摘事項の措置状況

（公益社団法人倉敷市シルバー人材センター）
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Ｐ４５
⑤　契約
【指摘事項３】

倉敷市と当センターとの間に締結された「倉敷市歴史
民俗資料館指定管理者業務委託協定書」につき，指定
が不可抗力により終了した場合の指定管理料の精算に
つき，日割によるものと明記するよう，改善された
い。

「倉敷市歴史民俗資料館指定管理者業務委託協定書」の前契約が平成２９年３月３１
日で満了することから、平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日までの契約を
新様式で協定書を作成し、平成２８年１１月２９日に締結しております。
　不可抗力等による指定の終了が発生した場合は、現在締結している協定書　第３６
条第２項に「甲は、当該月の指定管理料を日割り計算の方法により減額して乙に支払
うものとする。この場合、日数の算出については、指定の取消等を行った日までに当
該施設の休館日等が含まれている場合、休館日等も１日として参入するものとす
る。」と明記しております。

措置済

（倉敷市開発ビル株式会社）
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Ｐ３４８
⑥　過去の監査委員監査（出
資団体監査）における指摘事
項

資金は普通預金のままであり運用はしていない。
検討すべきである。

　平成２９年３月に大口定期預金を口座開設し，資金運用することといたしました。 措置済

　　　　　　　　　　（公表日：平成29年12月26日　通知日：平成29年12月12日　法第60号）
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